
能代市告示第８８号 

 

 能代市危険空家等解体撤去費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

 

  令和８年５月１日 

 

能代市長  鍋 谷  暁    

 

能代市危険空家等解体撤去費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば倒壊等著し

く保安上危険となるおそれのある状態にある空家等から住民の生命、身体及び財産

を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、特定空家等又は管理不全空

家等の所有者等が、自ら当該空家等の解体及び撤去を実施する場合に、その費用の

一部を補助する能代市危険空家等解体撤去費補助金（以下「補助金」という。）を

交付することについて、能代市補助金等の交付に関する規則（平成１８年能代市規

則第４５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 空家等 空家等対策の推進に関する特別特措法（平成２６年法律第１２７

号。以下「法」という。）に定める空家等 

 （２） 特定空家等 法第２条第２項に定める特定空家等 

 （３） 管理不全空家等 法第１３条第１項に定める管理不全空家等（法第９条第

１項に基づく調査により、市長が別に定める特定空家等判定票において、危

険度ランクがＡ、Ｂ又はＣと判定された空家等（特定空家等を除く。）をい

う。） 

 （４） 地域活性化のための計画的利用 能代市空家等対策計画に基づき、除却し

た空家等に係る跡地の活用を促進するため、空家等の解体及び撤去後の跡地

を次に掲げる用地として活用することをいう。 

   ア 雪捨て場 

   イ 地域防災拠点（避難場所としての活用を含む。） 



   ウ 公的駐車場 

   エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が認めるもの 

 

（補助対象空家等） 

第３条 この告示の対象となる空家等（以下「補助対象空家等」という。）は、次の

各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 特定空家等又は管理不全空家等として市長が認めたもの 

（２） 居住していた空家等で個人が所有するもの（店舗兼住居以外の店舗及び工

場を除く。） 

 （３） 抵当権が設定されている場合には、抵当権設定者から解体及び撤去につい

て同意を得ているもの 

 （４） 複数人の共有である場合には、共有者全員から解体及び撤去について同意

を得ているもの 

 （５） 管理不全空家等において除却後の跡地を地域活性化のために計画的に利用

する予定があるもの。ただし、除去後の跡地について、除去後に地域活性化

のための計画的利用に着手し、通算１年以上当該計画的利用に供するものに

限る。 

 （６） 管理不全空家等においては、居住の用に供しているとみなした場合に能代

市木造住宅耐震改修補助事業実施要綱（平成２１年能代市告示第１０２号）

の規定による補助金の対象とならないもの 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた空家等は、補助対象空家等と

することができる。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象空家等の解体及び撤去の

ための工事を実施しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

（１） 次のいずれかに該当する者 

ア 登記事項証明書（未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税

通知書）に記載されている者 

イ アに掲げる者の相続人 

（２） 市税等を滞納していない者 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 



（１） 補助対象空家等（立木、設備、工作物等を含む。）の全部を解体撤去する

工事 

（２） 市内に本店又は支店等を有する業者で、建設業法（昭和２４年法律第１０

０号）第３条の規定による建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けた者

又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）に基づく解体工事業者の登録済の者が行う解体工事 

（３） 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体工事 

（４） 他の補助制度による補助金の交付、公共事業等による補償の対象とならな

い解体工事 

（５） 補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の３月３

１日までに完了することができる解体工事 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲

げるものとする。 

（１） 解体工事の工事費 

（２） 解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 

（３） 周囲への安全を確保する上で、解体工事及び廃材等の処分に付随して行う

ことが適当であると認められる工事等に係る経費 

（４） 前３号に掲げるもののほか、解体工事等に係る諸経費 

 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（１，０００円未満

の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額）とし、５０万円を限度とする。 

 

（交付申請） 

第８条 交付申請をしようとする補助対象者（以下「補助申請者」という。）は、補

助対象工事の実施前に能代市危険空家等解体撤去費補助金交付申請書（様式第１

号）に次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

（１） 登記事項証明書（建物）又は所有権を証明できるもの 

（２） 位置図 

（３） 現況写真 

（４） 工事見積書 

（５） 委任状（補助申請者が交付申請の手続、補助対象工事の実施等を他の者に 

委任する場合に限る。） 



（６） 第３条第１項第３号若しくは第４号又は次項に規定する場合に該当すると

きは、紛争等に関する誓約書（様式第２号） 

（７） 第３条第１項第５号に規定する場合に該当するときは、跡地活用に関する

同意書（様式第２号の２) 

（８） 相続人が申請する場合は、相続関係を証明できる書類 

（９） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 補助対象空家等の相続人の代表が申請する場合には、相続人全員から解体工事に

ついての同意を得て申請しなければならない。 

 

（交付決定） 

第９条 市長は、交付申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、当該交

付申請を受理した日から２０日以内に交付の可否を決定し、能代市危険空家等解体

撤去費補助金交付決定（却下）通知書（様式第３号）により補助申請者に通知する

ものとする。 

 

（申請内容の変更） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付申

請の内容を変更しようとするときは、速やかに当該変更の内容を示す書類を市長に

提出しなければならない。 

 

（中止の承認） 

第１１条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助対象工事を中止しようとする

ときは、速やかに能代市危険空家等解体撤去費補助金中止承認申請書（様式第４

号）を提出し、市長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の補助金中止承認申請書の提出を受け、これを承認した場合は、補

助金の交付を取り消すものとする。 

 

（実績報告書） 

第１２条 補助事業者は、補助対象工事が完了したとき（管理不全空家等にあっては、

補助対象工事が完了し、その跡地を地域活性化のための計画的利用に供する旨の周

知を行ったとき）は、速やかに能代市危険空家等解体撤去費補助金実績報告書（様

式第５号）に次に掲げる書類を添付し、交付決定をした日の属する年度の３月３１

日までに市長に提出しなければならない。 

（１） 工事請負契約書の写し 

（２） 領収書の写し 



（３） 解体工事完了後の写真（管理不全空家等にあっては、解体工事が完了して

いること及び地域活性化のための計画的利用に供する旨の周知が行われて

いることが分かる写真） 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（交付額の確定等） 

第１３条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審

査の上、交付すべき補助金の額を確定し、能代市危険空家等解体撤去費補助金交付

額確定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（交付請求） 

第１４条 補助事業者は、前条に規定する交付額の確定通知を受けたあと、補助金の

交付の請求をしようとするときは、請求書（様式第７号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から３０日

以内に補助金を交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定を取り消すものとする。 

（１） 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき 

（３） 管理不全空家等の解体及び撤去を実施した場合であって、地域活性化のため

の計画的利用に着手した日から１年を経過する日までの間にその跡地を当該地

域活性化のための計画的利用に供していないことが判明したとき。 

（４） この告示の規定に違反したとき 

２ 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、能代市危

険空家等解体撤去費補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により、補助事業者

に対し通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係

る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、能代市危険空家等解体撤去

費補助金返還命令書（様式第９号）によりその返還を命ずるものとする。 

 



（調査等） 

第１７条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める

ときは、補助事業者に必要な事項について報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件

を調査することができる。 

 

（その他） 

第１８条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この告示は、令和８年５月１日から施行する。 


